
香芝市告示第２３３号 

 香芝市精神障害者医療費助成金交付要綱を次のように定める。 

  令和７年１２月１１日 

                   香芝市長 三 橋 和 史      

   香芝市精神障害者医療費助成金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、精神障害者の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図る

ため、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の規定による国民健康

保険の被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号）の規定による後期高齢者医療の被保険者及び健康保険法（大正１１年法

律第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、国家公務員共済組

合法（昭和３３年法律第１２８号）、地方公務員等共済組合法（昭和３７年

法律第１５２号）又は私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）

（以下「社会保険各法」という。）の規定による被扶養者のうち、公費負担

を受けている精神障害者の医療費の自己負担に対する香芝市が行う助成に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 （助成対象者） 

第２条 助成の対象となる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５８条の規定により、公

費負担された香芝市に住所を有する国民健康保険法の規定による被保険者、

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療の被保険者又

は社会保険各法の規定による被扶養者のうち、医療費を自己負担したものと

する。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医

療の被保険者及び７０歳以上の前期高齢者であって、国民健康保険の被保険

者又は社会保険各法の被扶養者のうち、医療費を自己負担したが公費負担が

発生しなかった場合も含む。 

 （適用除外） 

第３条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この

要綱により医療費の助成を受けることができる者としない。ただし、市長が

必要と認めた場合は、この限りでない。 

 (1) 香芝市子ども医療費助成条例（平成３年条例第１５号）により医療費の

助成を受けることができる者 

 (2) 香芝市ひとり親家庭等医療費助成条例（平成３年条例第１７号）により

医療費の助成を受けることができる者 

 (3) 香芝市心身障害者（児）医療費助成条例（平成３年条例第１６号）によ



り医療費の助成を受けることができる者 

 (4) 香芝市精神障害者医療費助成条例（平成２７年条例第５号）により医療

費の助成を受けることができる者 

 (5) 香芝市重度心身障害老人等医療費助成要綱（令和 年告示第 号）によ

り医療費の助成を受けることができる者 

 （申請手続） 

第４条 助成を受けようとする者は、香芝市精神障害者医療費助成金交付申請

書（別記様式）に領収書等自己負担金を医療機関で支払ったことが明らかと

なるものを添え、市長に提出しなければならない。 

 （助成方法） 

第５条 市長は、前条の規定により申請があったときは、審査の上、受診月ご

とに５００円を控除した額を助成する。ただし、負担上限月額が適用される

対象者について、自己負担金支払額と負担上限月額を比較して差が生じてい

る場合は、低い方の額から５００円を控除した額を助成する。 

２ 前項の規定により助成金の額を決定したときは、助成金を償還払いの方法

により支給するものとする。 

 （助成額の減額） 

第６条 社会保険各法の被扶養者が、保険者からの医療給付（付加給付を含む。

）を受給し、又は受給することができるときは、その受給金額に相当する額

を助成額から減額するものとする。 

 （所得制限） 

第７条 社会保険各法の被扶養者に対する助成については、その者の加入する

社会保険等の被保険者（以下「被保険者」という。）の前年の所得（１月か

ら７月までの間に受けた医療に係る精神障害者の医療費については、前々年

の所得とする。以下同じ。）が、被保険者の所得税法（昭和４０年法律第３

３号）に規定する同一生計配偶者の有無及び扶養親族の数に応じて、国民年

金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和６１

年政令第５４号）第５２条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等

の一部を改正する等の政令（昭和６１年政令第５３号）第１条の規定による

改正前の国民年金法施行令（昭和３４年政令第１８４号）第５条の４第２項

に規定する額を超える場合は、支給しないものとする。 

 （返還） 

第８条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者を発見したとき

は、直ちに助成を取り消し、返還を命ずることができる。 

 （その他） 



第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、令和７年１２月２日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に香芝市精神障害者医療費助成金交付要綱（平成２

２年４月１日施行）の規定により医療費の助成若しくは助成金の支給の申請

をし、又はこれらの決定を受けている者は、この要綱の規定により医療費の

助成若しくは助成金の支給の申請をし、又はこれらの決定を受けている者と

みなす。 

 

 

  



別記様式（第４条関係） 
香芝市精神障害者医療費助成金交付申請書 

年  月  日 
 香芝市長 

                        住     所 

                        氏     名 

                        対象者との続柄 

                        電 話 番 号 

 
  香芝市精神障害者医療費助成金交付要綱第４条の規定により、精神障害者医療費助成金の交付を

申請します。 
 １ 申請者記入欄 

申請額  金      円 

対象者 
氏 名 

□申請者と同じ 
生 年 月 日     年  月  日 

住 所 
□申請者と同じ 

加
入
医
療
保
険 

被保険者氏名 
□申請者と同じ 

保 険 種 別  

記 号 ・ 番 号  
付加給付等の有無
(有の場合給付額) 

□有 □無 
(      円) 

保 険 者 番 号 
及 び 名 称  保 険 者 所 在 地  

社 保 家 族 の 場 合 
被 保 険 者 の 所 得 

被 扶 養 者 数 所 得 額 控 除 額 控 除 後 の 所 得 

    

振
込
口
座 

支 払 機 関 名 預 金 種 別 口 座 番 号 

銀行 

農協 

信金 

支店 普通・当座・その他（   ）        

店 番 フ リ ガ ナ  

   口座名義人  

同 意 欄 □ 私は、扶養義務者等の所得状況について、香芝市が市民税課税台帳等
により確認することに同意します。 

 
 ２ 医療機関記入欄 

    年  月分 
総 点 数 うち精神通院公費負担点数 精神通院医療に係る自己負担額 

    点           点              円 

 上記のとおり診療し、自己負担額を領収しました。 

                 所 在 地 

                 名   称 

                 代表者氏名           （署名又は記名押印） 

 備考 
  １ 対象者が社保家族の場合は、当該保険の情報が分かるものを添付してください。 
  ２ 医療機関等で証明が得られない場合の添付書類は、次のとおりです。 
   ⑴ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療(精

神通院医療)受給者証の写し 
   ⑵ 奈良県障害者自立支援医療費自己負担上限額管理票の写し 
 

決定額 (自己負担額    円)－(付加給付及びその他控除額    円)＝助成額    円 

 


